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市からの連絡帳

 届　出 

■５月７日からひばりヶ丘駅
前出張所が開設
　中原出張所と谷戸出張所は統合
し、ひばりヶ丘駅前出張所として開
設しました。
　また、これまでひばりが丘図書館
に設置されていた住民票等自動交付
機は、ひばりヶ丘駅前出張所の開設
に伴い、移設しました。
※取扱い業務は、今までどおりで
す。
興ひばりヶ丘駅前出張所
（〒２０２－０００５　住吉町３－１０－２５
札４２５－７５７７）

①駅からお越しの場合
　西武池袋線ひばりヶ丘駅南口ロー
タリーより大型店舗とドーナツ店の
間を入り、タワー型マンションに沿
って右に進んでください。
②自転車などでお越しの場合
　近くにある公共の自転車駐車場
（有料）をご利用ください。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住民基本台帳カードの交付
手数料が一定期間無料に！
　市内在住の希望される方に、住民
基本台帳カードを発行します。１５歳
未満の方の申請は、法定代理人によ
り申請が可能です。親権の関係がわ
かる書類をお持ちください。
興住民基本台帳カードとは？
◎Ａタイプ（氏名のみを記載）と、
Ｂタイプ（住所、氏名、生年月日、
性別および顔写真を記載）の２種類
があり、Ｂタイプは、公的な身分証
明書としてご利用いただけます。
◎住民票の写しを他市区町村で受け
取れるサービスが利用できます。　
◎転入・転出手続きを簡略化するサ
ービスが利用できます。
※住民基本台帳カードでは、住民票
等自動交付機をご利用になれませ
ん。
興無料期間　平成２３年３月３１日まで
興申請方法（本人のみ）
□受付場所・時間
市民課（田無庁舎２階、保谷庁舎１
階）・月～金曜日午前９時～１１時３０
分、午後１時～４時３０分
□必要なもの
①本人確認書類
◎即日交付…運転免許証、パスポー
トその他官公署が発行した顔写真の
貼付してある免許証、許可証、資格
証明書な

ど

◎照会交付…顔写真の貼付してある
証明書などをお持ちでない方は、照
会書を郵送する方法で本人確認をさ
せていただきますので、健康保険証
などをお持ちください。
②印鑑（認め印）③写真（Ｂタイプ
のみ）
　写真は、申請６月以内に撮影した
無帽、正面、無背景、縦４．５㎝×横３．５
㎝のものをお持ちください。写真の
裏側には氏名を明記してください。
※写真は市民課で無料撮影できま

す。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 国保・年金 

■国民健康保険料の　　　　
　夜間・休日納付相談窓口
興夜間窓口
　時 ７月１日昌・２日昭・３日晶
午後５時～８時
興休日窓口
　時 ７月４日松午前９時～午後４時
　場 健康年金課（田無庁舎２階）
※平日の納付相談窓口および夜間・
休日に開設する納付、相談窓口は、
田無庁舎のみで取り扱いますのでご
注意ください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■出産育児一時金、葬祭費の
支給
　国民健康保険に加入し、出産育児
一時金・葬祭費の申請手続きを行っ
ていない方は、手続きをしてくださ
い。時効は２年間です。
興出産育児一時金の支給
　国民健康保険に加入している方が
出産をしたとき、申請により世帯主
に支給されます。ただし社会保険で
支給される方は対象になりません。
□必要なもの
①保険証、②印鑑、③世帯主名義の
口座が確認できるもの、④産科医療
保障制度などに加入している医療機
関で出産した場合それを証明する書
類（領収書な

ど）
興葬祭費の支給
　国民健康保険に加入している方が
死亡し葬祭を行ったとき、申請によ
り喪主の方に支給されます。
□必要なもの
①会葬礼状または葬儀の領収書、②
保険証、③印鑑、④喪主名義の口座
が確認できるもの

□申請窓口　健康年金課（田無庁舎
２階）、市民課（保谷庁舎１階）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■今月から２１年度国民年金保
険料免除等の申請受付開始
　国民年金保険料の納付が困難な場
合は、保険料の免除制度をご利用く
ださい。
興免除制度
敢全額免除…１４，６６０円
柑一部納付（３種類）
①４分の１納付…３，６７０円
②半額納付…７，３３０円
③４分の３納付…１１，０００円
※被保険者、配偶者および世帯主の
前年の所得が一定の基準以下の場合
に、申請により利用できます。
　免除が承認された期間は、老齢・
障害・遺族基礎年金の受給資格期間
に含まれ、年金額は以下のとおり計
算されます。
敢全額免除期間…３分の１
柑一部納付期間（３種類）
①４分の１納付期間…２分の１
②半額納付期間…３分の２
③４分の３納付期間…６分の５
（一部納付分の保険料を納付しない
場合、免除が無効）。ただし、国庫負
担割合が２分の１に引き上げられた
場合は変更があります。
　また、免除期間が１０年以内であれ
ば、あとから保険料を納めることも
できます（承認期間の翌年度から起
算して３年度目以降の保険料を納付
するときは、加算額が上乗）。
　また、３０歳未満の方には、本人、
配偶者の前年の所得が一定の基準以
下の場合、申請により「若年者納付
猶予制度」が利用できます。
　なお、２０年度の免除等申請は、７
月末日まで受け付けています。
□申請窓口　健康年金課（田無庁舎
２階）、市民課（保谷庁舎１階）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）
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　国民健康保険高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合は、毎年８月１日に当
年度の住民税の課税所得金額（前年所得）と世帯の状況により見直し（定期判定）を行います。該当の方
には、７月下旬に高齢受給者証または被保険者証を郵送します。

■「国民健康保険高齢受給者証」
興基準収入額適用申請書の提出
　定期判定により３割負担の判定
で、前年の収入金額（諸控除を引く
前の金額）が基準額未満の方は、申
請により１割負担（平成２２年４月
１日からは２割負担）となります。
　該当の方は基準収入額適用申請
書をご提出ください。
□負担割合の判定基準
【１割負担の方】
敢同一世帯の７０～７４歳の国保被保
険者のうち、住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいない場合
柑住民税課税所得が１４５万円以上
の方で国保被保険者の収入の合計
が次の金額に満たない方は基準収
入額適用申請により１割負担（平
成２２年４月からは２割負担）
①世帯に７０～７４歳の国保被保険者
が１人の場合は、収入が３８３万円

未満
②世帯に７０～７４歳の国保被保険者
が２人以上の場合は、収入の合計
が５２０万円未満
③世帯に７０～７４歳の国民健康保険
加入者が１人で、加入者本人の収
入が３８３万円以上であっても、世
帯に長寿医療制度（後期高齢者医
療制度）移行により国保を抜けた
方（旧国保被保険者）がいる場合、
旧国保被保険者を含めた収入が
５２０万円未満
【３割負担の方】
下記の①②ともに該当する場合
①同一世帯の７０～７４歳の国保被保
険者のうち、住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいる場合
②７０～７４歳の国保被保険者が１人
の場合は収入が３８３万円以上、２
人以上の場合は収入の合計が５２０
万円以上の場合
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■「後期高齢者医療披保険者証」
興基準収入額適用申請書の提出
　定期判定により３割負担の判定
で、前年の収入金額（諸控除を引
く前の金額）が基準額未満の方は、
申請により１割負担となります。
　該当の方は基準収入額適用申請
書をご提出ください。
□負担割合の判定基準
【１割負担の方】
敢住民税課税所得が１４５万円未満
の被保険者
柑住民税課税所得が１４５万円以上
の方で被保険者の収入合計が次の
金額に満たない方は基準収入額適
用申請により１割（該当と思われ
る方には、申請書を送付）
①世帯に被保険者が１人の場合
は、収入が３８３万円未満
②世帯に被保険者が２人以上の場
合は、収入の合計が５２０万円未満

③世帯に被保険者の方が１人であ
り被保険者の収入が３８３万円以上
であっても、同じ世帯の中に被保
険者ではない７０～７４歳の方との収
入の合計が５２０万円未満の場合
【３割負担の方】
①住民税課税所得が１４５万円以上
で世帯に被保険者の方が１人の場
合は、収入が３８３万円以上
②被保険者が２人以上の場合は、
収入の合計が５２０万円以上の場合
※被保険者とは後期高齢者医療被
保険者証を持っている方です。
　広域連合では、長寿医療制度
（後期高齢者医療制度）について、
「東京いきいきネット」　HP  http://
www.tokyo-ikiiki.netで情報提供
を行っていますので、ご利用くだ
さい。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

　７月は、固定資産税・都市計画
税第２期の納期です。
　納付には、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）


